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○ 平 成 元 年 郵 政 省 告 示 第 四 十 九 号 （ 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 の 一 の 筐 体 に 収 め る こ と を 要 し な い 装 置 、 送 信 時 間 制 限 装 置 及 び キ ャ リ ア セ ン ス の 技 術 的 条 件 等 を

定 め る 件 ） の 一 部 を 改 正 す る 告 示 新 旧 対 照 表 

（ 下 線 部 は 改 正 部 分 ） 

改 正 案 現 行 

  

一 （ 略 ） 一 （ 略 ） 

二 送 信 時 間 制 限 装 置 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 用 途 の 区 分 に 従 い 、 電

波 を 発 射 し て か ら 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 送 信 時 間 以 内 に そ の 発 射 を 停

止 し 、 か つ 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 送 信 休 止 時 間 を 経 過 し た 後 で な け れ

ば そ の 後 の 送 信 を 行 わ な い も の で あ る こ と 。 

二 送 信 時 間 制 限 装 置 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 用 途 の 区 分 に 従 い 、 電

波 を 発 射 し て か ら 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 送 信 時 間 以 内 に そ の 発 射 を 停

止 し 、 か つ 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 送 信 休 止 時 間 を 経 過 し た 後 で な け れ

ば そ の 後 の 送 信 を 行 わ な い も の で あ る こ と 。 

 用 途 送 信 時 間 送 信 休 止 時 間   用 途 送 信 時 間 送 信 休 止 時 間  

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  

人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 六 〇 秒 注 １
０  二 秒 注 １
０   動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 六 〇 〇 秒 注 １
０  一 秒 注 １
０   

  

注 １ ～ ９ （ 略 ） 

1
0  送 信 時 間 及 び 送 信 休 止 時 間 に つ い て は 、 こ の 表 に 規 定 す る 値 に

か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

(1
)

 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 、 か つ 、 キ ャ リ ア セ ン ス を

備 え 付 け て い な い 無 線 設 備 に つ い て は 、 五 秒 間 当 た り の 送 信 時

間 の 総 和 は 一 秒 以 下 で あ る こ と 。 

(2
)

 電 波 を 発 射 し て か ら 連 続 す る 六 〇 秒 以 内 の 場 合 は 、 そ の 発 射

を 停 止 し た 後 、 送 信 休 止 時 間 を 設 け ず に 再 送 信 す る こ と が で き

る も の と す る 。 

注 １ ～ ９ （ 略 ） 

1
0  送 信 時 間 及 び 送 信 休 止 時 間 に つ い て は 、 こ の 表 に 規 定 す る 値 に

か か わ ら ず 、 次 の と お り と す る 。 

(1
)

 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の 無 線 設 備 に つ い て は 、 五

秒 間 当 た り の 送 信 時 間 の 総 和 は 一 秒 以 下 で あ る こ と 。 

 

(2
)

 電 波 を 発 射 し て か ら 連 続 す る 六 〇 〇 秒 以 内 の 場 合 は 、 そ の 発

射 を 停 止 し た 後 、 送 信 休 止 時 間 を 設 け ず に 再 送 信 す る こ と が で き

る も の と す る 。 

三 キ ャ リ ア セ ン ス は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

 

 

 

１ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 （ 四 〇 〇

MH
z

帯 又 は 一 、 二 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 、 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 、 無 線 電 話

用 並 び に 無 線 呼 出 用 の 無 線 設 備 に あ っ て は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 

三 キ ャ リ ア セ ン ス は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 た だ し 、 用 途 が 無 線 電

話( 空 中 線 電 力 が 、 一 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。) の も の に つ い て

は 、 通 信 方 式 が 複 信 方 式 及 び 半 複 信 方 式 で あ っ て も 自 局 の 送 信 周 波 数

で キ ャ リ ア セ ン ス を 行 う こ と が で き る 。 

１ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 （ 四 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に 限 る 。 ） 、 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム

用 、 無 線 電 話 用 並 び に 無 線 呼 出 用 の 無 線 設 備 に あ っ て は 、 絶 対 利 得

が 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 誘 起 す る 電 圧 が 七 マ イ ク ロ ボ ル ト 以



二 

（１
）

 受 信 入 力 電 力 の 値 が 給 電 線 入 力 点 に お い て （ － ） 九 六 デ シ ベ ル

（ 一 、 二 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る テ レ メ ー タ ー 用 、 テ

レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 無 線 設 備 に あ っ て は 、

（ － ） 一 〇 〇 デ シ ベ ル ） （ 一 ミ リ ワ ッ ト を 〇 デ シ ベ ル と す る 。 ） 以

上 の 値 と な る 他 の 無 線 局 の 電 波 を 受 信 し た 場 合 、 当 該 無 線 局 の 発

射 す る 電 波 と 同 一 の 周 波 数 （ 複 信 方 式 及 び 半 複 信 方 式 の も の に

あ っ て は 、 受 信 周 波 数 に 対 応 す る 送 信 周 波 数 ） の 電 波 の 発 射 を 行

わ な い も の で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い て 、 テ レ メ ー タ ー 用 、 テ

レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 無 線 設 備 （ 空 中 線 電 力 が

〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト を 超 え る も の に 限 る 。 ） に あ っ て は 、 絶 対 利 得 が

二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え

た 値 を 超 過 し た 値 に 達 す る ま で の 間 、 電 波 の 発 射 を 行 わ な い も の

で あ る こ と 。 

（２
）

 キ ャ リ ア セ ン ス を 行 っ た 後 の 最 初 の 送 信 か ら 前 項 の 送 信 時 間

内 に お い て 行 う 送 信 に つ い て は 、 キ ャ リ ア セ ン ス を 要 し な い 。 

（３
）

 キ ャ リ ア セ ン ス に 用 い る 空 中 線 系 は 、 送 信 に 用 い る 空 中 線 系 で

あ る こ と 。 た だ し 、 送 信 に 用 い る 空 中 線 系 と 同 等 以 上 の 特 性 の も

の を 用 い る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

（４
）

 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 無 線 設 備 に あ っ て は 、 (1
)

か ら (3
)

ま で に 規 定 す る も の の ほ か 、 二 又 は 三 の 無 線 チ ャ ネ ル を 同 時 に 使

用 す る 場 合 は 、 そ の 使 用 す る 全 て の 無 線 チ ャ ネ ル に つ い て キ ャ リ

ア セ ン ス を 行 う も の で あ る こ と 。 

（５
）

 無 線 電 話 用 の 無 線 設 備 （ 空 中 線 電 力 が 一 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の

に 限 る 。 ） で あ っ て 、 通 信 方 式 が 複 信 方 式 及 び 半 複 信 方 式 の も の

に あ っ て は 、 自 局 の 送 信 周 波 数 で キ ャ リ ア セ ン ス を 行 う こ と が で

き る 。 

上 の 他 の 無 線 局 の 電 波 を 受 信 し た 場 合 、 当 該 無 線 局 の 発 射 す る 電 波

と 同 一 の 周 波 数( 複 信 方 式 及 び 半 複 信 方 式 の も の に あ っ て は 、 受 信 周

波 数 に 対 応 す る 送 信 周 波 数) の 電 波 の 発 射 を 行 わ な い も の で あ る こ

と 。 こ の 場 合 に お い て 、 テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び

デ ー タ 伝 送 用 の 無 線 設 備( 四 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 し 、 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト を 超 え る も の に 限 る 。) に あ っ て は 、 絶 対 利

得 が 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加

え た 値 を 超 過 し た 分 に 相 当 す る 電 圧 に 達 す る ま で の 間 、 電 波 の 発 射

を 行 わ な い も の で あ る こ と 。 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

 ３ デ ー タ 伝 送 用 （ 一 、 二 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に

限 る 。 ） の 無 線 設 備 に あ っ て は 、 絶 対 利 得 が 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 空 中

線 に 誘 起 す る 電 圧 が 四 ・ 四 七 マ イ ク ロ ボ ル ト 以 上 の 他 の 無 線 局 の 電

波 を 受 信 し た 場 合 、 当 該 無 線 局 の 発 射 す る 電 波 と 同 一 の 周 波 数( 複 信

方 式 及 び 半 複 信 方 式 の も の に あ っ て は 、 受 信 周 波 数 に 対 応 す る 送 信

周 波 数) の 電 波 の 発 射 を 行 わ な い も の で あ る こ と 。 こ の 場 合 に お い



三 

て 、 空 中 線 電 力 が 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト を 超 え る も の に あ っ て は 、 絶 対 利

得 が 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 空 中 線 に 〇 ・ 〇 一 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加

え た 値 を 超 過 し た 分 に 相 当 す る 電 圧 に 達 す る ま で の 間 、 電 波 の 発 射

を 行 わ な い も の で あ る こ と 。 

３ ・ ４ （ 略 ） ４ ・ ５ （ 略 ） 

四 送 信 時 間 制 限 装 置 の 備 付 け を 要 し な い 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す

る 。 

１ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 

（１
）

 四 二 九 ・ 二 四 六 八 七 五 MH
z

以 上 四 二 九 ・ 七 三 七 五 MH
z

以 下 、 一 、

二 一 六 ・ 〇 三 一 二 五 MH
z

以 上 一 、 二 一 六 ・ 五 MH
z

以 下 又 は 一 、 二 五

二 ・ 〇 三 一 二 五 MH
z

以 上 一 、 二 五 二 ・ 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を

使 用 す る も の 

（２
）

 四 二 九 ・ 八 一 五 六 二 五 MH
z

以 上 四 二 九 ・ 九 一 五 六 二 五 MH
z

以 下 、

四 四 九 ・ 七 一 五 六 二 五 MH
z

以 上 四 四 九 ・ 八 一 五 六 二 五 MH
z

以 下 、 四

四 九 ・ 八 四 〇 六 二 五 MH
z

以 上 四 四 九 ・ 八 七 八 一 二 五 MH
z

以 下 又 は 四

六 九 ・ 四 四 〇 六 二 五 MH
z

以 上 四 六 九 ・ 四 七 八 一 二 五 MH
z

以 下 の 周 波

数 の 電 波 を 使 用 す る も の の う ち 、 チ ャ ネ ル 間 隔 が 六 ・ 二 五 kH
z

か つ

空 中 線 電 力 が 一 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の も の 

（３
）

 一 、 二 一 六 ・ 五 三 一 二 五 MH
z

以 上 一 、 二 一 七 MH
z

以 下 又 は 一 、 二

五 二 ・ 五 三 一 二 五 MH
z

以 上 一 、 二 五 三 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使

用 す る も の の う ち 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 二 ・ 一 四 デ シ ベ

ル の 送 信 空 中 線 に 〇 ・ 〇 〇 一 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の

値 以 下 の も の 

２ ～ ６ （ 略 ） 

四 送 信 時 間 制 限 装 置 の 備 付 け を 要 し な い 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す

る 。 

１ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 無 線 設

備 の う ち 、 四 二 九 ・ 二 五 MH
z

以 上 四 二 九 ・ 七 三 七 五 MH
z

以 下 、 一 、 二 一

六 ・ 〇 三 七 五 MH
z

以 上 一 、 二 一 六 ・ 五 MH
z

以 下 及 び 一 、 二 五 二 ・ 〇 三 七

五 MH
z

以 上 一 、 二 五 二 ・ 五 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の 又 は

一 、 二 一 六 ・ 五 三 七 五 MH
z

以 上 一 、 二 一 七 MH
z

以 下 及 び 一 、 二 五 二 ・ 五

三 七 五 MH
z

以 上 一 、 二 五 三 MH
z

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の の う

ち 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 が 絶 対 利 得 二 ・ 一 四 デ シ ベ ル の 送 信 空 中 線 に

〇 ・ 〇 〇 一 ワ ッ ト の 空 中 線 電 力 を 加 え た と き の 値 以 下 の も の 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ ～ ６ （ 略 ） 

五 キ ャ リ ア セ ン ス の 備 付 け を 要 し な い 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 五 キ ャ リ ア セ ン ス の 備 付 け を 要 し な い 無 線 設 備 は 、 次 の と お り と す る 。 

１ ～ ５ （ 略 ） １ ～ ５ （ 略 ） 

６ 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 無 線 設 備 の う ち 、 そ の 空 中 線 電 力

が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る も の 

６ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム 用 の 無 線 設 備 の う ち 、 そ の 空 中 線 電 力 が 一

〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 で あ る も の 

六 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 四 第 一 号 の ヘ の 条 件 を 適 用 し な い 送 信 装 置

の 技 術 的 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。 

六 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 四 第 一 号 の ヘ の 条 件 を 適 用 し な い 送 信 装 置

の 技 術 的 条 件 は 、 次 の と お り と す る 。 

１ ～ ５ （ 略 ） １ ～ ５ （ 略 ） 

６ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 送 信 装 ６ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 送 信 装



四 

置 で あ っ て 、 四 〇 〇 MH
z

帯 又 は 一 、 二 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使

用 す る も の に あ っ て は 、 次 の と お り で あ る こ と 。 
(一

)
 チ ャ ネ ル 間 隔 が 二 五 kH

z
の も の 

変 調 信 号 の 速 度 と 同 じ 送 信 速 度 の 標 準 符 号 化 試 験 信 号 に よ り 変

調 し た 場 合 に お い て 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 二 五 kH
z

離 れ た 周 波 数

（

±

）

八 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ シ

ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

(二
)

 チ ャ ネ ル 間 隔 が 五 〇 kH
z

の も の 

変 調 信 号 の 速 度 と 同 じ 送 信 速 度 の 標 準 符 号 化 試 験 信 号 に よ り 変

調 し た 場 合 に お い て 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 五 〇 kH
z

離 れ た 周 波 数

（

±

）

一 六 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ

シ ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

置 で 四 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の( 発 射 す る 電 波 の 占

有 周 波 数 帯 幅 が 八 ・ 五 kH
z

以 下 の も の を 除 く 。) に あ っ て は 、 搬 送 波 の

周 波 数 か ら 二 五 kH
z

離 れ た 周 波 数 の （

±

）

八 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る

電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ シ ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

７ （ 略 ） ７ （ 略 ） 

８ 無 線 電 話 用 の 送 信 装 置 で あ っ て 、 四 一 三 ・ 七 MH
z

以 上 四 一 四 ・ 一 四

三 七 五 MH
z

以 下 又 は 四 五 四 ・ 〇 五 MH
z

以 上 四 五 四 ・ 一 九 三 七 五 MH
z

以 下

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の に あ っ て は 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 一

二 ・ 五 kH
z

離 れ た 周 波 数 の （

±

）

四 ・ 二 五 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る

電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ シ ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

８ テ レ メ ー タ ー 用 、 テ レ コ ン ト ロ ー ル 用 及 び デ ー タ 伝 送 用 の 送 信 装

置 で 一 、 二 〇 〇 MH
z

帯 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の の 技 術 的 条 件 は 、

次 の と お り で あ る こ と 。 

(一
)

 チ ャ ネ ル 間 隔 が 二 五 kH
z

の も の 

変 調 信 号 の 速 度 と 同 じ 送 信 速 度 の 標 準 符 号 化 試 験 信 号 に よ り 変

調 し た 場 合 に お い て 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 二 五 kH
z

離 れ た 周 波 数

（

±

）

八 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ シ

ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

(二
)

 チ ャ ネ ル 間 隔 が 五 〇 kH
z

の も の 

変 調 信 号 の 速 度 と 同 じ 送 信 速 度 の 標 準 符 号 化 試 験 信 号 に よ り 変

調 し た 場 合 に お い て 、 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 五 〇 kH
z

離 れ た 周 波 数

（

±

）

一 六 kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ

シ ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

七 設 備 規 則 第 四 十 九 条 の 十 四 第 二 号 の ホ の 人 ・ 動 物 検 知 通 報 シ ス テ ム

の 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 次 の と お り と す る 。 

１ 隣 接 チ ャ ネ ル 漏 え い 電 力 は 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 占 有 周 波 数 帯

幅 の 区 分 に 従 い 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の （ kH
z

の 帯 域 内

に 輻 射 さ れ る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ シ ベ ル 以 上 低 い こ と 。 

 

 



五 

占 有 周 波 数 帯 幅 周 波 数 

五 ・ 八 kH
z

以 下 搬 送 波 の 周 波 数 か ら 六 ・ 二 五 kH
z

離 れ た 周 波 数 
五 ・ 八 kH
z

を 超 え 一

一 ・ 六 kH
z

以 下 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら 九 ・ 三 七 五 kH
z

離 れ た 周 波

数 

一 一 ・ 六 kH
z

を 超 え

一 七 ・ 四 kH
z

以 下 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら 一 二 ・ 五 kH
z

離 れ た 周 波 数 

 

２ 前 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 次 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 中 心 周 波 数 を 使

用 す る 場 合 に あ っ て は 、 同 表 の 上 欄 の 区 分 に 従 い 、 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 帯 域 内 隣 接 チ ャ ネ ル の 周 波 数 の （
±

） 二

kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ れ

る 電 力 が 搬 送 波 電 力 よ り 四 〇 デ シ ベ ル 以 上 低 い 値 で あ り 、 か つ 、 同

表 の 下 欄 に 掲 げ る 帯 域 外 隣 接 チ ャ ネ ル の 周 波 数 の （

±

kH
z

の 帯 域

内 に 輻 射 さ れ る 電 力 （ 絶 対 利 得 が 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 送 信 空 中 線 を 使

用 す る 無 線 設 備 に あ っ て は 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 ） が 一 マ イ ク ロ ワ ッ

ト 以 下 で あ る こ と 。 

 

中 心 周 波 数 

帯 域 内 隣 接 チ ャ ネ ル

の 周 波 数 
帯 域 外 隣 接 チ ャ ネ ル

の 周 波 数 

 

 一 四 二 ・ 九 三 四 三

七 五 MH
z

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

六 ・ 二 五 kH
z

高 い 周 波

数 

一 四 二 ・ 九 二 MH
z

   

一 四 二 ・ 九 三 七 五

MH
z

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

九 ・ 三 七 五 kH
z

高 い 周

波 数 

一 四 二 ・ 九 四 〇 六

二 五 MH
z

（ 占 有 周 波

数 帯 幅 が 一 一 ・ 六

kH
z

を 超 え る も の

に 限 る 。 ） 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

一 二 ・ 五 kH
z

高 い 周 波

数 

 一 四 二 ・ 九 七 八 一

二 五 MH
z

（ 占 有 周 波

数 帯 幅 が 一 一 ・ 六

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

一 二 ・ 五 kH
z

低 い 周 波

数 

一 四 三 MH
z

   



六 

kH
z

を 超 え る も の

に 限 る 。 ） 
一 四 二 ・ 九 八 一 二

五 MH
z

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

九 ・ 三 七 五 kH
z

低 い 周

波 数 

一 四 二 ・ 九 八 四 三

七 五 MH
z

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

六 ・ 二 五 kH
z

低 い 周 波

数 

 一 四 六 ・ 九 三 四 三

七 五 MH
z

 

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

六 ・ 二 五 kH
z

高 い 周 波

数 

一 四 六 ・ 九 二 MH
z

   

一 四 六 ・ 九 三 七 五

MH
z

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

九 ・ 三 七 五 kH
z

高 い 周

波 数 

 一 四 六 ・ 九 八 一 二

五 MH
z

 

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

九 ・ 三 七 五 kH
z

低 い 周

波 数 

一 四 七 MH
z

   

一 四 六 ・ 九 八 四 三

七 五 MH
z

 

搬 送 波 の 周 波 数 か ら

六 ・ 二 五 kH
z

低 い 周 波

数 

３ 前 二 号 の 規 定 に か か わ ら ず 、 空 中 線 電 力 が 一 〇 ミ リ ワ ッ ト 以 下 の

場 合 に あ っ て は 、 第 一 号 の 表 の 上 欄 に 掲 げ る 占 有 周 波 数 帯 幅 の 区 分

に 従 い 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 周 波 数 の （ kH
z

の 帯 域 内 に 輻 射 さ

れ る 電 力 （ 絶 対 利 得 が 〇 デ シ ベ ル 以 下 の 送 信 空 中 線 を 使 用 す る 無 線

設 備 に あ っ て は 、 等 価 等 方 輻 射 電 力 ） が 一 マ イ ク ロ ワ ッ ト 以 下 で あ

る こ と 。 

 

  

   附 則 

１ こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

２ こ の 告 示 の 施 行 の 際 現 に 受 け て い る 一 四 二 ・ 九 三 ＭＨ
ｚ

を 超 え 一 四 二 ・ 九 九 ＭＨ
ｚ

以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る 特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 に 係 る 法



七 

第 三 十 八 条 の 二 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 技 術 基 準 適 合 証 明 又 は 法 第 三 十 八 条 の 二 十 四 第 一 項 に 規 定 す る 工 事 設 計 認 証 （ 以 下 「 技 術 基 準 適 合 証 明 等 」

と い う 。 ） は 、 こ の 告 示 の 施 行 後 に お い て も 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 
３ こ の 告 示 に よ る 改 正 前 の 平 成 元 年 郵 政 省 告 示 第 四 十 九 号 の 規 定 に 適 合 す る 一 四 二 ・ 九 三 ＭＨ

ｚ
を 超 え 一 四 二 ・ 九 九 ＭＨ

ｚ
以 下 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る

特 定 小 電 力 無 線 局 の 無 線 設 備 に つ い て は 、 平 成 三 十 三 年 八 月 三 十 一 日 ま で の 間 に 限 り 、 こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 規 定 に か か わ ら ず 、 な お 従 前 の 例

に よ り 技 術 基 準 適 合 証 明 等 を 受 け る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 技 術 基 準 適 合 証 明 等 の 効 力 に つ い て は 、 前 項 の 規 定 を 準 用 す る 。 


